
 

助成費の計算方法 

 

 月額 20,000 円を上限として助成をします。ただし、居住費の１か月あたりの利用

者負担額が 20,000円に満たない場合は、かかった費用の実費相当分を助成します。 

また、月途中にグループホームに入居・退去した場合や、入院などにより利用日数

が 1か月に満たない場合は、日割りにより助成費を計算します。 

 

具体的な計算例 

 

例 
契約形態

※１ 
居住費の額 

日数 

※２ 
助成額 

１ 月額 
家賃 50,000円/月 

光熱水費 10,000円/月 
30日 20,000円（上限） 

２ 月額 
家賃 50,000円/月 

光熱水費 10,000円/月 
7日 

(50,000 円+10,000 円)÷30 日×

7日 ⇒ 14,000円 

３ 日額 
家賃 1,500円/日 

光熱水費 500円/日 
25日 

（1,500円+500円）×25日 

⇒ 20,000円（上限） 

４ 日額 
家賃 1,500円/日 

光熱水費 500円/日 
5日 

（1,500円+500円）×5日 

⇒ 10,000円 

５ 

家賃と光

熱水費が

異なる 

家賃 50,000円/月 

光熱水費 500円/日 
5日 

（50,000円+500円×30.4(日)）

÷30日×5日 ⇒ 10,866円 

※３ 

６ 

家賃と光

熱水費が

異なる 

家賃 1,500/日 

光熱水費 10,000円/月 
5日 

（ 1,500 円× 30.4(日 )+10,000

円）÷30日×5日 ⇒ 9,266円 

※３ 

※１ 事業者と利用者との居住費に係る契約形態を言います。 

※２ 当該月において、グループホームを利用した日数をいいます。（この表では 30

日の月を想定しています。） 

※３ 家賃と光熱水費の月額、日額が異なる場合は、日額設定としている方に

「30.4(日)」を乗じた金額（端数切捨て）と月額設定の方を足した合計額を月額

の居住費として計算します。 

※ 日割り計算による助成費の端数は切り捨てます。 

 

 

 

 

 


